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労働安全衛生規則の一部改正(特別教育関係）について

厚生労働省は、伐木作業等における労働災害を防止するために、労働
安全衛生規則の一部を改正し、伐木作業等における安全対策を強化します。
この「安全だより」では、特別教育に関する改正点について、お知ら

せします。以下の改正点は、 令和2年８月１日から 適用されます。

◆ チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育の統合と充実

これまで伐木の直径等で区分されていた「チェーンソーによる伐木等の
業務に係る特別教育」の第8号と8号の2を統合し、カリキュラムの見直
しを行い、下記の講習を追加・充実します。

・「造材の方法」
・「下肢の切創防止用保護衣の着用」

これに伴い、講習時間は現行16時間から18時間へ増加します。
すでに修了証をお持ちの方は、林業・木材製造業労働災害防止協会が

主催する補講を受講する必要があります。（添付資料参照）

●新たな特別教育の時間数

学科科目(範囲) 時間

1.伐木等作業に関する知識

伐倒の合図 退避の方法
伐倒の方法 かかり木の種類及びその処理
造材の方法 下肢の切創防止用保護衣等の着用

4時間

2.チェーンソーに関する知識

チェーンソーの種類 構造及び取扱い方法
チェーンソーの点検及び整備の方法
ソーチェーンの目立ての方法

2時間

3.振動障害及びその予防に関する知識

振動障害の原因及び症状
振動障害の予防措置 2時間

4.関係法令

安衛法、安衛令及び安衛則中の関係条項 1時間

実技科目(範囲) 時間

5.伐木等の方法

造材の方法
伐木の方法
かかり木の種類及びその処理
下肢の切創防止用保護衣等の着用

5時間

6.チェーンソーの操作

基本操作
応用操作 2時間

7.チェーンソーの点検及び整備

チェーンソーの点検及び整備の方法
ソーチェーンの目立ての方法 2時間



作業時の安全確保のために

今年度は各地の豪雨、台風等により、災害が多発し、中折れ木等の発生により
自然災害前後で対象森林の林況が大きく変化していることが想定されます。
そのため、作業前に施業場所の状況を十分確認し、活動組織内で危険因子に

ついて情報共有することが事故や災害の未然防止に役立つと考えられます。
以下に作業計画の整理方法について説明しますので、ご一読の上可能な範囲

で各活動組織でも実施をご検討ください。

【作業計画書 (例)】 ※別途記載例を添付していますので、ご参照ください。

① 上記の計画書を参考に、各活動組織の必要な作業に合わせて独自の
作業計画書を作成する。

② 代表者または、作業の責任者が作業計画書の項目を記入し、
作業者全員に情報共有する。

例えば下記のような状況がある場合、十分に安全対策を講じたうえで、作業
にかかってください。
・中折れ木、かかり木、立ち木に折れた大枝が引っかかっている。
・林床が折れた木や枝で散らかっており、抜倒作業の前に足場の確保が必要
である。

※今年度発生した死亡災害では、交差木の見落としが原因として挙げられて
います。危険な木（中折れ木、かかり木、交差木）の伐採等作業を行う場合
には、専門的知識を要する森林組合等にその作業のみ外部委託するなどの対
応もご検討ください。


